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地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関する審決の申請について（通知） 

 

標記につきまして、令和２年１１月２５日の最高裁判所大法廷判決（平成 

３０年（行ヒ）第４１７号令和２年１１月２５日大法廷判決（以下「最高裁判

決」という。））において、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の

懲罰の適否は、司法審査の対象となるというべきであるとされたことを踏ま

え、別添質疑応答の取扱いが適切であると考えております。 

各都道府県総務部長におかれましては、貴都道府県内の市区町村（指定都市を

除く。）の長及び市区町村議会の議長に対しても、この旨周知いただきますよう

お願いします。 

なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項

に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿 



○ 地方議会の議員に対する出席停止の懲罰に関する審決の申請について 

問 地方議会における出席停止の懲罰は、その適否が専ら議会の自主的、自律的

な解決に委ねられるべきであるということはできず、地方自治法第２５５条

の４の規定による審決の申請の対象となるものと考えるがどうか。 

答 お見込みのとおり。 

理由 最高裁判決において、「出席停止の懲罰の性質や議員活動に対する制約の

程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、

その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるという

ことはできない」、「普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰

の適否は、司法審査の対象となるというべきである」とされたことを踏まえた

ものである。 

 

なお、以下の行政実例は削除されたものと承知されたい。 

 

○ 地方自治法第２５５条の３（現行法では第２５５条の４）の規定に基づく審

決の申請に係る疑義（昭和４８年５月１日、自治行第５７号 滋賀県総務部長

宛 行政課長回答） 

問１ 地方議会における出席停止の懲罰は、単なる内部規律の問題であつて、地

方自治法第２５５条の３（現行法では第２５５条の４）の規定による審決の申

請の対象となりえないものと考えるがどうか。 

問２ 仮りに審決の申請の対象となるとしても、出席停止期間がすでに経過し

ている場合には、当該処分取消しの利益がないとして却下すべきものと考え

るがどうか。 

答１ お見込みのとおり。 

答２ １により承知されたい。 


